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公立大学法人高崎経済大学概要

１ 目標

知の交流拠点 ―地域に立脚し、世界に発信する―

【学生】

学生の教育、研究、各種活動を充実させるため、学生へのサービスに資する学内

環境、支援体制を整備し、魅力的な大学づくりのできる体制を確立する。

「自主・自立」を理念とし、学生の自主性を尊重するとともに、将来、地域と国

内外の発展に寄与する自立した有為な人間の育成を大学全体の方針とする。

【教育】

学生の学びと成長を保証するとともに、卒業時における学生の質を確保するため

の教育を実践する。

【研究】

自主的、創造的な研究活動を尊重しつつ、高水準の研究を追求し、学術研究の連

携の輪を地域や国内外に広げ、広い視野に立つ研究の要の役割を担う。

【運営】

学生の育成・支援に関する基本的な考え方が全学に浸透する大学運営を行う。

【自己点検・自己評価】

不断の自己点検・自己評価を行い、継続的に改善に努める。

【法人運営】

１８歳人口の減少に伴う大学受験者数の減少という社会環境の変化に危機意識を

持ち、柔軟で機能的な法人の運営にあたる。

２ 業務の範囲

（１）大学を設置し、これを運営すること。

（２）学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行

うこと。

（３）法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の

法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

（４）公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

（５）大学における教育研究成果を普及し、その活用を促進すること。

（６）前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
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３ 所在地

  群馬県高崎市上並榎町１３００番地

４ 資本金の状況

  ５，７５５，４２６，１４２円（全額 高崎市出資）

５ 役員の状況

役 職 氏 名 任 期 備 考

理事長 髙木 賢 平成２７年４月１日～

平成３１年３月３１日

弁護士

副理事長 石川 弘道 平成２５年４月１日～

平成２９年３月３１日

学長

理事 原 浩一郎 平成２７年４月１日～

平成２９年３月３１日

高崎商工会議所会頭

理事 絲山 秋子 平成２７年６月１０日～

平成２９年３月３１日

小説家、高崎経済大学

非常勤講師

理事 田中 久夫 平成２７年４月１日～

平成２８年３月３１日

副学長

理事 村山 元展 平成２７年４月１日～

平成２９年３月３１日

副学長

理事 小林 克己 平成２７年４月１日～

平成２９年３月３１日

事務局長

監事 井上 雅行 平成２７年４月１日～

平成２９年３月３１日

株式会社ラジオ高崎

相談役

監事 臼田 新吉 平成２７年４月１日～

平成２９年３月３１日

税理士

６ 職員の状況（平成２７年５月１日現在）

  教員 １０３人（学長を含む。）

 職員  ５５人（臨時職員を除く。）
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７ 学部・研究科の構成及び学生数（平成２７年５月１日現在）

＜学部＞  ＜研究科＞

経済学部    ２，１５２人    経済・経営研究科  １４人

 地域政策学部  １，９５０人      地域政策研究科   ２９人 

  学部 計   ４，１０２人       研究科 計    ４３人

   総学生数   ４，１４５人

８ 設立の根拠となる法律名

 地方独立行政法人法

９ 設立団体

 高崎市

１０ 沿革

  昭和２７（１９５２）年  高崎市立短期大学 開学

 昭和３２（１９５７）年  高崎市立短期大学 廃止

               高崎市立高崎経済大学 開学（経済学部経済学科）

 昭和３９（１９６４）年  経済学部経営学科 設置

  平成 ８（１９９６）年  地域政策学部地域政策学科 設置

 平成１２（２０００）年  大学院地域政策研究科（修士課程） 設置

 平成１４（２００２）年  大学院地域政策研究科（博士後期課程） 設置

              大学院経済・経営研究科（修士課程） 設置

  平成１５（２００３）年  地域政策学部地域づくり学科 設置

 平成１６（２００４）年  大学院経済・経営研究科（博士後期課程） 設置

 平成１８（２００６）年  地域政策学部観光政策学科 設置

 平成２３（２０１１）年 公立大学法人高崎経済大学へ移行
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１１ 経営審議会・教育研究審議会（平成２７年５月１日現在）

経営審議会 教育研究審議会

氏 名 役 職 氏 名 役 職

髙木 賢 理事長 石川 弘道 学長

石川 弘道 副理事長（学長） 田中 久夫 副学長

原 浩一郎 理事 村山 元展 副学長

阿部 圭司 職員（経済学部長） 阿部 圭司 経済学部長

佐藤 公俊 職員（地域政策学部長） 佐藤 公俊 地域政策学部長

中村 六郎 外部委員 増田 正 地域政策研究科長

古川 雅子 外部委員 唐澤 達之 経済・経営研究科長

関根 雅則 学生部長

矢野 修一 広報室長

高松 正毅 図書館長

津川 康雄 情報基盤センター長

櫻井 常矢 国際交流センター長

平井 裕久 キャリア支援センター長

西野 寿章 地域科学研究所長

小林 克己 事務局長
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事業の実施状況

  中期目標に基づき、教育研究等の質の向上に関する目標をはじめとする７つの大

項目について、年度計画を作成し、その実施に取り組んだ。その結果、平成 27 年

度の年度計画は、おおむね達成することができた。

Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 教育の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

（１）入学者受入に関しては、海の日、群馬県民の日、茨城県民の日に、１日大学体

験 DAY を実施し、高校生が本学の通常の授業を体験した（表１参照）。さらに、

長野市、水戸市、宇都宮市において、県外進学説明会（本学単独開催）を実施し

たほか、国公私立大学合同進学ガイダンスへの参加をはじめ、群馬県内公立４大

学合同説明会の開催、高校及び日本語学校への資料送付、オープンキャンパスの

開催、出前授業への教員の派遣、大学訪問の受け入れを継続して実施した（表２

参照）。また、大学の目的、３つのポリシー等を記載した大学案内・大学院案内を、

１日大学体験 DAY やオープンキャンパス、大学訪問などで配布し、受験生や関

係者に対して分かりやすい情報提供を行うとともに、アンケートや新入生アンケ

ートの結果の分析を行い、受験生やその保護者のニーズに合致したプログラムや

情報提供を行った（表３参照）。地域政策研究科では、経済・経営研究科に倣い、

地域政策学部の成績優秀者が博士前期課程在籍１年で修士の学位取得を可能とす

る早期履修制度を創設するため、平成 28 年度から準備を開始することとした。

（２）学生の育成に関しては、経済学部が平成 26 年度に導入した新カリキュラムの

中間評価を行うとともに、地域政策学部では、教員に対して現時間割に関する調

査を実施し、講義受講者数などについて変更が合理的だと判断された科目につい

ては、平成 28 年度から時間割を変更することとした。グローバル人材の育成を

目的とし、正課外に English Café を実施したことに加え、経済学部では、必修英

語において e ラーニング教材を補完教材とし、授業外学習への誘導を図った（表

４参照）。また、高崎まちなか教育活動センター事業の中核を担う、学生運営の喫

茶店「café あすなろ」を活用した、専門的かつ実践的な知識を身につけさせるた

めの活動に、学生が精力的に取り組んだ。

（３）教育の内容に関しては、両学部・両研究科において、GPA 制度を導入し、経済

学部では、教授会において、前期成績報告における開講科目の成績分布を確認し、
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各教員の成績評価について自己点検を促した。両研究科では、大学院 FD におい

て、運用面での点検と研修を実施した。また、両学部において、平成 29 年度か

らの英語教育の両学部共通化を決定したほか、教職員による講義聴講を本格的に

実施した。さらに、海外研修支援事業について、177 名の学生が海外で研修を行

い、大きな成果を得た。受入交換留学生については、担任制度と交換留学生用の

特別授業を実施し、カリキュラムの充実を図った。

（４）教育の改善に関しては、FD・SD 委員会が、全学の FD と学部、研究科の FD

を計画どおり実施した。経済学部では、平成 29 年度に開設を予定している国際

学科に関連し、教員枠８名の増員を決定した。両研究科においては、在学生との

意見交換会を定例化し、大学院生室の備品の充実などを行った。また、学生生活

実態アンケートを実施し、教育改善につながる率直な意見を得ることができた。

２ 研究の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

（１）研究の方向性及び水準に関しては、文部科学省のガイドラインに基づき、研究

規程の見直しを行ったほか、平成 26 年度から開始した高崎市産業創造館との協

議を継続し、地元企業等との共同研究について協議した。

（２）研究の実施体制に関しては、平成 27 年度の重点研究テーマを決定したほか、

科学研究費補助金に関する研修や公募説明会への参加、公的研究費の獲得を推進

するため、研究規程の見直しを行った。派遣研究については、国外に２名を派遣

し、平成 28 年度には、国外に２名、国内に１名を派遣することを決定した。

（３）研究成果の公表、発信並びに評価及び利活用に関しては、地域科学研究所が、

旧産業研究所プロジェクト及び旧地域政策研究センタープロジェクトの研究成

果を出版したほか、地域科学研究所発足記念のプロジェクト研究１件の成果を出

版した。また、論文を CiNii へ掲載し、教員個人の成果を、本学ホームページや

researchmap の登録情報更新等により公開した。
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Ⅱ 学生支援に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 学習支援に関する目標を達成するためにとるべき措置

 学習支援に関して、７項目すべての計画を達成した。ガイダンスに関しては、両

学部において、履修指導、学生生活全般に関するガイダンスを学年別に実施したほ

か、図書館の利用方法、文献・情報検索のガイダンスを実施した（表５参照）。経

済学部では、１、２年次の学生に対してカリキュラムのねらいを適切に伝えるため、

履修登録期間中に専任教員による履修相談コーナーを設置したほか、成績不良者へ

注意喚起文書を送付した。地域政策学部でも、一定の基準に満たない学生の保証人

に対し注意喚起文書を送付したほか、履修登録期間を過ぎてなお履修未登録の学生

の保証人に対し、通知文を送付し、家庭での指導を促した。また、学生へのきめ細

やかな指導体制を充実させるため、経済学部では、初年次必修科目「日本語リテラ

シー」を通じ、大学生活への適応状況を把握した。

２ 学生生活支援に関する目標を達成するためにとるべき措置

（１）経済的支援に関しては、経済的な理由で就学が困難な学生に対する支援のため、

提出書類や面接の見直しなど、授業料等減免制度の充実を図った。また、国公立

大学の奨学金制度に関する調査結果をまとめ、次年度はさらに私立大学まで対象

を拡大して調査を実施し、本学での実施の可能性について検討することした。

（２）心身の健康相談に関しては、障害のある学生への対応を充実させるため、障害

学生サポートルームを開設し、大学生活面のみならず、配慮要請のあった学生の

履修や試験など学習面でのサポートを行った。また、産業カウンセラーと臨床心

理士の相談対応時間の比率を見直し、カウンセリングの充実を図った

（３）各種ハラスメント相談に関しては、アカデミック・ハラスメントの専門家を講

師に招き、全教職員を対象としたハラスメント研修を実施し、ハラスメント防止

のための啓発を図った。

（４）生活相談等に関しては、学生団体との連絡会議を定期的に設け、対応すべき課

題について、前年度に実施した「卒業生アンケート」の分析結果と併せて、解決

策を検討した。特に施設などについては、実行可能な箇所から改善を図った。ま

た、障害学生サポートルームを開設し、視覚障害に対応するためのタブレット端

末の購入等、施設整備を行った。留学生に対しては、シェアハウスについて市内

の先行事例を調査したが、住居スペースの狭さなどの課題があり、現時点での実

現は難しいとの結論に至った。
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３ 学生団体の支援に関する目標を達成するためにとるべき措置

  学生団体の支援に関しては、本学ホームページやガイダンス、学生団体の行事・

イベントなどを通じて、教育研究活動及び修学活動の支援を行うための奨学奨励費

制度について周知を図ったほか、学生や学外指導者に対する支援体制を明確にする

ために、学生団体に対して、学外指導者に関するアンケートを実施した。

４ キャリア支援に関する目標を達成するためにとるべき措置

 キャリア支援に関して、11 項目すべての計画を達成した。学内において、企業と

連携した企業説明会やセミナーを開催したほか、SPI 特別企画講座、起業セミナー、

新聞の読み方講座など複数の新規事業を実施し、担当職員の研修等も計画どおり実

施した。さらに、計画に従って、既卒者向けの情報提供、同窓会との連携による模

擬面接会を中心とした就職支援事業、キャリアサポーター制度の整備や周知を実施

した（表６参照）。また、公務員セミナー受講者の要望に応えるため、面接対策を

強化した。

Ⅲ 地域・社会貢献に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 地域貢献に関する目標を達成するためにとるべき措置

（１）地域社会への貢献、市民への知の還元に関しては、前年度実施したアンケート

結果の要望を反映し、大学ならではの専門的なテーマ「環境政策の新展開」で公

開講座を開催したほか、教員の地域貢献活動や社会貢献活動について前年度実績

を取りまとめ、知の拠点化推進室のホームページに掲載した。

（２）高崎市との連携、産学官連携に関しては、平成 28 年度に高崎市等が実施する

北関東中核都市連携会議事業について、高崎市から連携及び協力の要望があり、

知の拠点化推進室を窓口として協議を行った。

２ 社会貢献に関する目標を達成するためにとるべき措置

（１）国、地方公共団体等との連携に関しては、公募情報を定期的にメール送信し、

全教員に周知した結果、群馬県２件、県内市町村４件の受託研究に結び付いた。

（２）大学間連携に関しては、政策研究大学院大学と単位互換制度等の連携を継続し

たほか、群馬県内の公立４大学で合同説明会の開催や連携協議を継続した。また、

中央大学との包括協定について検討を開始し、関連する情報を収集したが、具体

的な事業の実施には至らなかった。

（３）産業界との連携に関しては、地域科学研究所の研究プロジェクトを通して、高
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崎商工会議所の組織や市内製造業の動向等について調査を行った。

（４）知の拠点化・組織化に関しては、平成 27 年度に設置した地域科学研究所が、

体制整備及び事業を明確化するための協議を行った。

３ 国際貢献に関する目標を達成するためにとるべき措置

 提携校との今後の学術交流の可能性について、研究分野のマッチングの重要性な

どの課題を確認した。また、タシケント国立経済大学と協定を締結し、今後の学術

交流の具体的な進め方について、平成 28 年度の実施に向けた協議を開始した。

４ 高大連携に関する目標を達成するためにとるべき措置

 高大連携に関しては、高崎市立高崎経済大学附属高等学校、高崎市教育委員会と

連携し、高大コラボゼミや大学訪問・出前授業を実施し、「スーパーグローバルハ

イスクール」事業を推進した。また、より多くの県内外の高校生等が大学教育にふ

れる機会をつくるため、１日大学体験 DAY を祝日や県民の日に実施した。

Ⅳ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 運営体制・手法に関する目標を達成するためにとるべき措置

（１）全学的な経営戦略の確立に関しては、中期計画達成済のため、平成 27 年度年

度計画なし。

（２）学生の声を反映した業務運営に関しては、自由に利用できるパソコン教室の開

室日を増加させ、利用機会の拡大を図ったほか、図書館において警備員による巡

回警備の増強と防犯カメラの設置を行い、安全対策の強化を図った。

（３）開かれた運営に関しては、理事会に新たに１名の外部委員を起用したほか、理

事会、経営審議会ともに外部委員体制を継続し、透明性の高い法人運営に努めた。

（４）内部監査機能に関しては、中期計画達成済のため、平成 27 年度年度計画なし。

（５）改革の継続に関しては、中期計画達成済のため、平成 27 年度年度計画なし。

２ 教育研究組織の充実・改革に関する目標を達成するためにとるべき措置

 教育研究組織の充実・改革に関しては、FD・SD を計画どおり実施することがで

きた。専任教員については、中長期的視点から採用計画を策定し、教員公募を行っ

た。また、学校教育法の改正及び組織再編に伴い整備した諸規程に基づき、新たな

組織体制で教育研究活動に取り組んだ。
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３ 人事の適正化に関する目標を達成するためにとるべき措置

  人事の適正化に関しては、平成 24 年度に導入した公立大学法人高崎経済大学評

価要領に基づき、適正な処遇を行った。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するためにとるべき措置

  事務等の効率化・合理化に関しては、職員の能力向上を図るため、公立大学協会

主催の「公立大学職員セミナー」や「公立大学法人会計セミナー」、他大学主催の

図書館司書の講習に参加した。

Ⅴ 財務運営の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 外部資金の獲得、自己収入の増加に関する目標を達成するためにとるべき措置

 外部資金の獲得、自己収入の増加に関しては、前年度に引き続き、専任教員対象

の科学研究費補助金応募説明会の開催、外部研究資金獲得のための職員研修への参

加、学外競争的研究費公募情報の管理・発信を行った。また、受験生の獲得のため

に、オープンキャンパス、１日大学体験 DAY、大学訪問、大学説明会を開催したほ

か、５月中に大学案内を作成し、各種イベントで配布するとともに、学会誌をホー

ムページに掲載するなど、大学の魅力を発信した。

２ 経費の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

 経費の効率化に関しては、前年度に引き続き、平成 28 年度の電力供給先を決定

するための競争入札を実施したほか、教職員のコスト意識を高めるため、電気、水

道使用量の過年度比較や、太陽光発電量を本学ホームページで公開した。

３ 資産の管理運用に関する目標を達成するためにとるべき措置

資産の管理運用に関しては、中期計画達成済のため、H27 年度年度計画なし。

Ⅵ 自己点検及び自己評価並びに情報の提供に関する目標を達成するためにとるべ

き措置

１ 自己点検・自己評価に関する目標を達成するためにとるべき措置

 自己点検・評価報告書を作成し、大学基準協会の認証評価受審申請を行った。ま

た、これまでの自己点検・評価結果及び法人評価結果を平成 28 年度年度計画に反

映させた。
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２ 情報公開の推進及び個人情報の保護並びに広報活動に関する目標を達成するた

めにとるべき措置

情報公開の推進及び個人情報の保護並びに広報活動に関しては、主要な情報をま

とめ、平成 27 年度版大学概要を作成したほか、公立大学協会の「教育情報公表ガ

イドライン」に基づいて公表している本学ホームページの教育情報の公表ページを

充実させ、広く情報発信を行った。

Ⅶ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設の整備、維持管理に関する目標を達成するためにとるべき措置

  維持補修計画の策定に必要な専門調査を行うため、学内施設設備の調査を実施し、

防水工事等既存施設の補修に着手した。

２ 安全管理等に関する目標を達成するためにとるべき措置

  情報セキュリティへの理解を図るため、教職員向けに標的型攻撃メールに関する

演習とマイナンバー制度に関する情報セキュリティ研修を実施した。

３ コンプライアンスの推進に関する目標を達成するためにとるべき措置

  コンプライアンスの推進に関しては、中期計画達成済のため、平成 27 年度年度

計画なし。

４ 人権尊重に関する目標を達成するためにとるべき措置

 人権尊重に関しては、アカデミック・ハラスメントの専門家を講師に招き、全教

職員を対象とした研修を実施した。

５ 環境負荷軽減に関する目標を達成するためにとるべき措置

 環境負荷軽減に関しては、中期計画達成済のため、H27 年度年度計画なし。

６ 後援会、同窓会との連携に関する目標を達成するためにとるべき措置

  学報のほか、大学案内や学会誌等の刊行物を、後援会、同窓会役員に送付し、大

学への理解を深めてもらうための情報を提供した。また、前年度のホームカミング

デイの実施結果を検証したうえで、新規の企画を増やすなどして、第４回ホームカ

ミングデイを開催した（表７参照）。
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（表１）

年度計画No. 年度計画 実施状況

8、88

・１日大学体験ＤＡＹの効果的な方法
を検討し、実施する。

より多くの受験生等に１日大学体験ＤＡＹへ参加してもらえるよう、祝日や県民の日に
実施した。

【参加者数】
　海の日（7/20）195人、群馬県民の日（10/28）183人、茨城県民の日（11/13）8人

（表２）

年度計画No. 年度計画 実施状況

9

・前期中に開催する県外大学説明会の
効果的な方法を検討し、実施する。

本学単独開催の県外進学説明会を、長野市（7/12）、水戸市（7/25）、宇都宮市
（9/5）で実施した。
また、国公私立大学合同進学ガイダンス「夢ナビライブ」（東京ビックサイト）へ初め
て参加するとともに、有力大学進学相談会（新潟市）に在校生を伴って参加した。

【参加者数】
　長野市　58人、水戸市　25人、宇都宮市　13人
　夢ナビライブ　183人（本学ライブ講義受講者）
　有力大学進学相談会　48人(全体)

10

・オープンキャンパス、県内公立４大
学合同説明会を開催する。また、出前
授業、大学訪問の受け入れを行う。更
にこれらについて、アンケートの分析
等によりその実施方法の検討を行う。

オープンキャンパスを２回開催したほか、出前授業への教員の派遣、大学訪問の受け入
れを行った。また、アンケートの分析等により、今後のよりよい実施方法について検討
を加えた。

【参加者数、開催・受入件数】
　オープンキャンパス　7/19開催 1,083名、8/8開催 1,894名
　出前授業　53件開催
　大学訪問　33校受入

（表３）

年度計画No. 年度計画 実施状況

2

・オープンキャンパス、大学訪問、１
日大学体験ＤＡＹで行っているアン
ケート調査の分析を行い、効果的な情
報提供を行う。

オープンキャンパス（２回）、大学訪問（33回）、１日大学体験ＤＡＹ（３回）で来場
者にアンケートを実施・分析し、受験生及びその保護者等のニーズに合致したイベント
プログラム及び情報提供を行った。

【アンケート回収率】
　オープンキャンパス　53.40％（回答者1,590人/参加者2,977人）
　１日大学体験ＤＡＹ　96.89％（回答者374人/参加者386人）

3

・オープンキャンパス、大学訪問、１
日大学体験ＤＡＹでアンケートを実施
し、結果の分析を行う。また、学内他
部門で行っているアンケート調査など
を確認し、受験生の分析等を行う。

オープンキャンパス（２回）、大学訪問（33回）、１日大学体験ＤＡＹ（３回）で来場
者にアンケートを実施し、分析した。また、新入生アンケート等を確認し、受験生の進
路決定の際の状況等を分析した。

（表４）

年度計画No. 年度計画 実施状況

14

・ｅラーニング教材やEnglish Caf を
充実させることで学生の英語力を高め
る。

正課外として、グローバル人材を育成することを目的としたEnglish Caf を実施すると
ともに、経済学部では、必修英語においてｅラーニング教材を補完教材とし、授業外学
習への誘導を図った。

【English Caf 参加者数】　延べ888名
　（内訳：前期52回開催・452名、後期52回開催・436名）

（表５）

年度計画No. 年度計画 実施状況

11

・図書や電子情報を的確に検索して活
用するためのセミナーを、学部及び研
究科の学生を対象に年５回程度開催す
る。

図書館主催のセミナーとして、外部講師を招き専門的なセミナーを前期に２回、後期に
４回開催した。

【受講者数】
　日経テレコン21講座
　(前期・6/9開催)24名、（後期・11/24開催）25名
　プレゼンテーション講座
　(前期・6/22開催)40名、（後期・12/18開催）22名
　東洋経済DCL講座(後期・11/30開催)53名
　Ｄ１－Ｌａｗ講座(後期・2/8開催)13名

42

・学年別の履修指導に関するガイダン
スを実施し、その効果の検証を行う。

・経済学部では、履修指導に関する学年別ガイダンスを行った。出席率は１年生
94.5%、２年生93.6%、３年生90.4%、４年生67.8%であった。また、１、２年次生に対し
て、カリキュラムのねらいを適切に伝えるため、履修登録期間中に専任教員による履修
相談コーナーを設置した。さらに、学科選択希望前の１年生を対象に、両学科の教員に
よる学科選択ガイダンス及び学科選択相談コーナーを実施した。
・地域政策学部では、4月上旬に学年別に履修ガイダンスを実施した。出席率は１年生
95.0％、２年生93.5％、３年生89.3％、４年生53.6％であった。来年度以降も引き続き
実施する。
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（表５（つづき））

43

・図書館施設の利用方法と図書館サー
ビスの周知を図るガイダンスを実施
し、効果の検証を行う。

新入生ガイダンス、全学年対象ガイダンス及び経済学部の日本語リテラシーⅡの図書館
ガイダンスを計45回開催し、のべ933名の学生が参加した。

【受講者数】
　新入生図書館ガイダンス（前期・24回開催）309名
　全学年対象図書館ガイダンス（後期・11回開催）146名
　日本語リテラシーⅡ図書館ガイダンス（後期・10回開催）478名

（表６）

年度計画No. 年度計画 実施状況

68

・就職活動のスケジュールや学生の
ニーズに応じた日程・内容で、人事担
当者による企業説明会やセミナーを学
内で開催する。

個別企業説明会を通年で79回開催した。また、12月、１月に業界セミナーを９日間開催
し、137社の企業の参加を得、3月に合同企業説明会を７日間開催して、178社の企業の
参加を得た。

69

・就職情報サイトを運営する企業から
講師を招き、時勢に応じたインターン
シップガイダンスを、３年生以下を対
象に５月に開催する。

リクルートキャリアを講師に招き、３年生以下を対象とした、今年度の特徴を示したイ
ンターンシップガイダンスを開催した。

【参加者数】 375名（5/27開催）

72,110

・同窓生と連携した模擬面接会の実施
を継続するとともに、公務員志望者向
けの面接会を強化する。

2月に同窓会と連携し、模擬面接会を開催した。
特に公務員志望者に応えるため複数での集団面接とした。

【参加者数】　学生　78名、同窓会ＯＢ　24名

73、(33）

・同窓会と連携した就業力育成事業
は、時期を見直しつつ実施を継続す
る。また、今後も、地方での就職支援
事業を同窓会総会で周知し、Uターン就
職相談事業の実施地域を拡大する。

12月に同窓会と連携し、札幌・東京・静岡・石川・愛媛の５都府県で就職支援相談会を
開催し、同窓会のホームページで実施状況を紹介した。

【参加者数】
　ＯＢ・ＯＧによる就職相談会（高崎・12/5開催）学生 92名、同窓生 41名
　就職相談会（札幌・8/29開催）　学生　23名、同窓生　16名
　就職相談会（東京・11/21開催） 学生　53名、同窓生　10名
　就職相談会（静岡・9/19開催）　学生　 6名、同窓生　16名
　就職相談会（石川・8/22開催）　学生　 3名、同窓生　 3名
　就職相談会（愛媛・8/29開催）　学生　 1名、同窓生　 4名

（表７）

年度計画No. 年度計画 実施状況

(34)

・平成２６年度の実施結果を検証・評
価し、ホームカミングデイを開催す
る。（H26年度計画の継続）

前年度の実施結果を検証し、新規の企画を増やすなどの工夫を図り、第４回ホームカミ
ングデイを開催した。

【開催日・参加者数】　平成27年10月31日（土）　204名
　（内訳：同窓生 144名、同窓生の家族等 20名、学生 15名、学校関係者 25名）
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